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1. FSB による 2025 年の破綻処理報告書 

FSB は 2026 年 1 月に、2025 年の破綻処理報告書を公表した。この報告書は、2025 年における破綻処理改

革に関する FSB の取組みを総括するとともに、2026 年の優先事項を示したものである。FSB は近年、破綻処理

改革の進捗状況を示した同様の報告書を毎年公表している。 

FSB は 2025 年において、移転ツールの実用化に関する事例集の公表、ベイルインの実行に関するタスクフォース

の設置、保険会社の再建・破綻処理計画（RRP）に関するガイダンスの更新など、破綻処理改革に関する一

連の取組みを進めた。他方で、2026 年の優先事項としては、既存の破綻処理に関する国際基準の実施および

実用化が掲げられている。2026 年中には、銀行・保険会社・中央清算機関（CCP）の破綻処理に関する国

際基準やガイダンスの大幅な見直しは予定されていないものの、FSB はピアレビューや実務事例の共有等を通じ

て、金融セクターや法域全体における破綻処理枠組みの実用化を後押しする方針である。特に、直近の銀行危

機で顕在化した課題を踏まえ、破綻処理時の資金調達やクロスボーダーのベイルインの実行といった論点に重点



が置かれている。具体的には、2018 年 6 月に公表された「実行可能な破綻処理計画の資金調達戦略に関す

る要素」の実施を支援するための事例集の策定などが予定されている。 

このように、FSB の焦点が破綻処理戦略等の実効性確保へと移行していることを踏まえ、金融機関においては、

RRP の形式的な整備にとどまらず、RRP におけるテスティングなどの取組みを高度化していく必要があると考えら

れる。今後公表される FSB の報告書等は、金融機関における実務対応を進める上で参考になりうることから、

FSB の動向を引き続き注視することが重要であろう。 

2. 英国におけるバーゼルⅢ最終化の実施に関する最終規則 

英国の健全性規制機構（PRA）は 2026 年 1 月、政策文書（PS1/26）「バーゼル 3.1 の実施：最終規則」

を公表した。これは、英国におけるバーゼルⅢ最終化の実施に関する最終的な政策方針・規則・監督上の期待

等を取りまとめたものである。併せて、市中協議文書（CP17/25）「バーゼル 3.1：市場リスク枠組みの調整」お

よび市中協議文書（CP17/23）「市場リスクに係る外国為替（FX）ポジションの資本賦課」に寄せられた意

見に対するフィードバックおよび PRA の最終方針も示している。最終規則等は 2027 年 1 月 1 日から施行される

予定であるが、市場リスクの内部モデル手法（FRTB-IMA）に係る規定のみ、2028 年 1 月 1 日からの適用とさ

れている。 

なお、市中協議結果を踏まえた市場リスク枠組みの調整を除くと、これまでに公表された政策文書（PS17/23、

PS9/24、および PS7/25）で定められたバーゼルⅢ最終化の実施方針から大きな方向転換は行われていない。

他方で、ルールの明確化等を目的とした軽微な修正は反映されている。 

バーゼル III 最終化の実施を巡っては、欧米を中心に国際合意からの乖離がみられている。とりわけ、適用開始

時期や市場リスク枠組み（FRTB）の取扱いについては、各法域で足並みが揃っていない状況にある。このような

環境の下で、国際的に業務を展開する金融機関にとっては、規則案の再提案が見込まれている米国の動向を

注視するとともに、英国等における最終規則の内容を踏まえた影響評価や実務対応を進めていくことが重要に

なると考えられる。 

3. 英国銀行における 2026 年の監督上の優先事項 



英国の健全性規制機構（PRA）は 2026 年 1 月に、「国際的な銀行の監督：2026 年の優先事項」と題する

CEO 宛書簡（Dear CEO Letter）を公表した。これは、英国で活動する国際的な銀行および指定投資会社に

対して、2026 年における監督上の重点分野を示すものである。対象金融機関は、直近の定期会合（Periodic 

Summary Meeting）後に個別に提供されたフィードバックと併せて、本書簡の内容を踏まえた対応を進めること

が求められる。なお、PRA は同月に、英国の預金取扱機関向けにも同様の CEO 宛書簡も公表している。 

PRA は、地政学的緊張の高まり、貿易・金融市場のグローバルな分断、ソブリン債市場への圧力など、不確実

性の高い外部環境を背景として、①戦略的なリスク管理、②オペレーショナルレジリエンス、③財務レジリエンス、

④データリスク、⑤競争・国際的な競争力・成長の促進といったテーマを監督上の優先事項として掲げている。 

さらに、PRA は同月、2026 年の監督上の優先事項の一環として、監督プロセスを合理化する方針を示した。具

体的には、PRA と監督対象の金融機関との間で実施される定期会合等の一部の監督活動について、従来の

年次サイクルから 2 年サイクルへ移行することなどが含まれる。 

このように、英国においては監督上の重点分野を明確化する一方で、監督プロセスの合理化・効率化を進める

姿勢も示されている。欧米では近時、金融規制・監督の見直しや簡素化に向けた動きがみられる中、英国にお

ける金融当局の監督アプローチの変化についても注視する必要があるだろう。 

 

 

4. お問い合わせ先 

勝藤 史郎 

合同会社デロイト トーマツ 

リスクアドバイザリー リスク管理戦略センター 

マネージングディレクター 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-2-3 丸の内二重橋ビルディング  

Tel: 03-6213-1300 Fax: 03-6213-1117 
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